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■ＪＲ烏山線関連 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山駅の駅係員が終日不在となります 

 ＪＲ烏山駅では３月１４日（金）をもって券売機によるきっぷの発売を

終了し、３月１５日（土）から駅係員が終日不在となります。利用方法が

次のとおり変更となりますので、ご注意ください。 

◇烏山駅から列車に乗車する場合 

 乗車駅証明書発行機から「乗車駅証明書」を取り乗車し、無人駅で降車

する際は車内で精算してください。乗車駅証明書は、宇都宮駅等に設置さ

れているのりこし精算機を利用できます。 

◇烏山駅で列車から降車する場合 

 精算が必要な場合は乗務員に申し出て、車内精算をしてください。 

◇定期券 

 烏山駅では定期券の購入および更新ができなくなります。宝積寺駅、宇

都宮駅等での手続きが必要となります。また、定期券を使用した列車の乗

降は、利用区間および定期券区間を確認のうえ、精算が必要 

な場合はあらかじめ、烏山駅にある乗車駅証明書発行機の 

「乗車駅証明書」をお取りください。 

■問合 まちづくり課地域交通グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

結婚新生活支援事業補助金 
 結婚して市内で新生活を始める新婚世帯に対し新居の購入費やリフォ

ーム費用、家賃、引越費用の一部を補助します。令和６年度分の申請期限

は３月３１日（月）までです。対象となる人は早めに申請をお願いします。 

◇補助金の額 

 ・婚姻日において夫婦ともに３０歳未満の世帯 上限６０万円 

 ・婚姻日において夫婦ともに４０歳未満の世帯 上限３０万円 

◇対象 

 ・令和６年１月１日から令和７年３月３１日までに婚姻し、夫婦の所得 

  額の合計が５００万円未満の世帯 

 ・令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに新居のために支払っ

た費用 

※その他の要件等詳細は市ホームページでご確認ください。 

■問合 まちづくり課なすから暮らし推進グループ 

    ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商工・観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

消費者ホットライン「１８８（いやや！）」

啓発グッズを配布します 
 市消費生活センターでは、成年年齢引き下げに伴う若者の消費者被害の

未然防止・早期発見を図るため、下記の対象者に啓発グッズを配布します。 

◇対象 市内在住の平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの人 

※烏山高等学校の２年生には、学校で配布しました。 

◇配布物 ボールペン（蛍光ペン付き）、小冊子（くらしの豆知識）、チラ

シ、パンフレット、手提げ袋（小冊子は無くなり次第配布終了） 

◇配布方法 直接下記窓口までお越しください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ（烏山庁舎） 

    ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

風間深志氏講演会を開催します 
 商工会では、オートバイによる史上初の北極点・南極点に到達し、チョ

モランマ挑戦時の世界最高高度記録、パリ・ダカールラリー二輪部門に日

本人初参戦等、オートバイのパイオニアである風間深志氏の数々の挑戦の

体験談や現在の活動の講演会を開催します。ぜひ、お越しください。 

◇日時 ２月２２日（土）午後２時～３時３０分 

◇場所 那須烏山商工会本所２階（金井２－５－１１） 

◇定員 先着１００名（費用無料） 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
 市では、自宅等で簡単に設置できる「戸別受信機」を無料で貸し出して

います。戸別受信機では、「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される緊

急地震速報や火災・災害情報、市政情報等を音声で聞くことができます。 

 非常時には本体に電池を入れておくことで持ち運ぶことができ、ＬＥＤ

照明が点灯するので停電時等にも大変便利です。 

◇対象 市内に居住する世帯主、市内に事業所を設置し事業活動を行う人 

◇貸出窓口 烏山庁舎（総務課）、保健福祉センター（健康福祉課） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月１日 Ｎｏ．４６５ 

広 報   お 知 ら せ 版
■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 

■ホームページアドレス httpｓ://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 
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■マイナンバーカード 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカードの各種手続き 
 マイナンバーカードの受け取り・更新は、事前に手続き日時を電話また

は交付予約サイトから予約してください。暗証番号の初期化の人は、電話

で予約してください。予約がない場合は、手続きができませんのでご注意

ください。電話での予約は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。

予約サイトからは、当日および翌日の予約はできません。最終日曜日に、

下記の手続きができる窓口を開設します。 

手続き 対象等 

受け取り（交付） 新規申込者（対象者に通知あり） 

電子証明書の更新 ５年ごとの電子証明書の更新等（対象者に通知あり） 

暗証番号の初期化 認証に失敗し、ロックがかかってしまった場合 

◇「烏山地区に住んでいる人」、「木曜日（窓口延長）」、「烏山庁舎での手続

きを希望する人」の予約方法 

 〇電話予約         〇交付予約サイト 〇更新予約サイト 

  烏山庁舎 

  市民課市民窓口グループ 

  ☎０２８７－８３－１１１６ 

◇「南那須地区に住んでいる人」、「南那須庁舎での手続きを希望する人」

の予約方法 

 〇電話予約         〇交付予約サイト 〇更新予約サイト 

  南那須庁舎 

  市民課南那須分室 

  ☎０２８７－８８－０８７０ 

◇平日 

場所 時間 

烏山庁舎市民課 
午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

木曜日（窓口延長）午後４時３０分～６時４５分 

南那須庁舎市民課 午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

◇休日 

開庁日 場所 時間 

２月２３日（日・祝） 烏山庁舎市民課 
午前９時～１１時４５分 

（代理による手続きは不可） 

※受け取りや更新の通知の中には、受け取り時の持物等、注意事項等を明

記した書類が入っています。必ず書類の確認をお願いします。 

※休日は、代理による手続きはできません。 

※暗証番号の初期化の人は、電話で予約してください。 

◇申請支援 市では、マイナンバーカードの新規申請支援を行っています。 

 ・平日：午前９時～午後４時（予約不要） 

 ・休日：予約制です。電話等で下記あて申し込む。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 
 

マイナ保険証への切り替えをご検討ください 
 昨年の１２月２日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マ

イナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。 

 今持っている保険証は、有効期限まで最大１年間（国保・後期の場合は

令和７年７月３１日まで）利用できますが、マイナ保険証には、診療履歴

に基づいたより良い医療が受けられる等のメリットがあります。 

◇マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせが送付されます 

 ご自身の被保険者情報が確認できるよう、「資格情報のお知らせ」が送付

されます。医療機関等を受診する際は、マイナンバーカード（マイナ保険

証）を提示してください。 

◇マイナ保険証を持っていない人には資格確認書が交付されます 

 マイナ保険証を持っていない人や新たに後期高齢になった人は、申請不

要で資格確認書が交付されます。 

※マイナ保険証または資格確認書で今までどおり保険診療を受けられま

すので、ご安心ください。マイナ保険証での受診が困難な人（高齢者、

障がい者等）は申請することで資格確認書が交付されます。 

 詳細は政府広報オンライン「マイナ保険証 ２０２４年１２月 

 ２日マイナ保険証を基本とする仕組みへ」でご確認ください。 

■問合 マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０－９５－０１７８ 

■確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

確定申告が始まります 
 ２月１７日（月）から３月１７日（月）まで令和６年中所得に係る確定

申告および住民税申告の受け付けをします。「令和６年度広報カレンダー」

に掲載している日付とは異なりますのでご注意ください。対象者および地

区割り等の詳細は、１月１５日発行の「広報お知らせ版」または自治会等

を通じて配布した「確定申告についてのお知らせ」をご覧ください。 

◇感染症拡大防止のためのお願い 

 ・極力パソコンやスマートフォンを利用した申告をお願いします。 

 ・待合室外での待機をお願いすることがあります。 

 ・発熱や体調に不安のある人は、来庁をご遠慮ください。 

 ・自書申告書の預かりは行いません。税務署へ郵送で提出をお願いします。 

◇税務署での申告が必要な人 

 ・青色申告 

 ・先物取引、ＦＸ、仮想通貨等の特殊な所得 

 ・土地建物等の譲渡所得（収用を除く）や、収用でも５，０００万円を

超える譲渡所得 

 ・令和６年分以外（過去分）の申告 

※上記以外でも複雑な内容の申告は税務署での申告をお願いする場合あり。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
 

確定申告が必要な事例をご確認ください 
◇申告が必要な人 

 ・事業（農業、営業等）収入がある人 

 ・不動産収入がある人（米等の小作料を含む） 

 ・給与や年金を２か所以上からもらっている人（給与や年金の源泉徴収

票を２枚以上持っている人） 

 ・給与収入がある人で、年末調整未済の人、または不完全な人 

 ・譲渡所得がある人（土地、建物等を個人や法人に売却（売買）、または

国・県や市町に売却（収用）した人） 

 ・生命保険の満期返戻金、解約一時金等の一時所得のある人 

 ・公的年金だけの収入で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、障害

者控除、寡婦控除・ひとり親控除等を受けようとする人 

 ・その他所得税法上、申告が必要な人 

◇申告した方がよい人（税額に影響のある人） 

 ・住宅借入金等特別控除を受けることができる人 

 ・医療費控除を受けることができる人（１０万円、または総所得金額等

の合計額の５％相当額以上の医療費を支払った人） 

 ・寄附金控除を受けることができる人（地方公共団体、社会福祉法人、

学校法人、被災地等に対する寄附を行った人） 

 ・雑損控除を受けることができる人（災害等によって生活用資産等に損

害を受けた人） 

 ・年末調整と異なる内容で、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除等を受ける人等 

◇申告した方がよい人（税額に影響のない人） 

 所得税と住民税の税額以外の面でも、次のケース等で不利益となる場合

がありますので、無収入でも申告することをおすすめします。 

 ・国民健康保険加入世帯、後期高齢者医療保険加入者は、軽減措置を受

けることができません。 

 ・６５歳以上の人がいる世帯では、介護保険料の段階判定で不利になる

場合があります。 

 ・障がい者のいる世帯では、医療福祉関係の助成に影響します。 

 ・保育園児・幼稚園児のいる世帯では保育料算定に影響します。 

 ・国民年金の免除申請には申告が必要です。 

 ・遺族年金・障害者年金の受給の継続のためには申告が必要です。 

 ・未申告ですと、所得証明書等の各種証明書が発行できません。 

 ・市営住宅入居の際は所得証明が必要です。 

 ・国の簡素な給付措置（臨時福祉給付金等）の支給に影響する場合があ

ります。 

※青色申告、個人対個人の土地等の売買による譲渡所得、令和６年分以外

の申告等は税務署で確定申告をお願いします。また、複雑な案件等の場

合は税務署での申告をお願いする場合があります。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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確定申告に必要な書類等をご確認ください 
◇申告に必要なもの（共通） 

 ・源泉徴収票（給与・賃金・報酬・年金） ※コピー不可 

 ・確定申告のお知らせのハガキまたは所得税の申告書（税務署から送付

された人のみ） 

 ・番号確認書類（マイナンバーカード、通知カード等） 

 ・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

 ・生命保険・地震保険・国民年金等の支払証明書、控除証明書等 

 ・通帳等、本人名義の預金口座の分かるもの 

 ・その他必要と思われるもの 

※マイナンバーカードは番号確認および本人確認の両方で使用できます。 

◇事業収入（農業・営業・不動産等）のある人 

 ・収支内訳書および関係帳簿（所得事前申告書の提出が済んでいる人は

収支内訳書の持参は不要） 

 ・通帳等収入状況が分かるもの 

 ・領収書、固定資産課税明細等経費が分かるもの 

◇譲渡所得（収用）のある人 

 公共事業資産買取等の申出証明書および不動産等の譲受の対価の支払

証明書（国・県・市町で発行） 

◇上場株式等に係る譲渡所得や配当所得のある人 

 特定口座年間報告取引書や配当計算書等 

◇障害者控除を受けようとする人 

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等 

◇医療費控除を受けようとする人 

 ・医療費の領収書（治療を受けた人ごと、医療機関ごとに集計）または

医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等）。た

だし、医療費通知は、次の６項目が記載されているものに限る。 

①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた人、④病院や

薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称 

 ・保険金や高額療養費等で補填される金額がある場合は、その金額の分

かるもの 

◇セルフメディケーション税制を受けようとする人 

 ・一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類（インフルエンザの予

防接種や人間ドック、がん検診、定期健康診断の領収書や結果通知表等） 

 ・スイッチＯＴＣ医薬品を購入した領収書 

◇住宅借入金等特別控除を受けようとする人 

 ①借入金の年末残高証明書 

 ②工事請負契約書等（収入印紙が貼付済のもの） 

 ③登記事項全部証明書（コピー可） 

 ④住宅取得に際し補助金等を受けた場合、その金額の分かるもの 

 ⑤敷地等取得資金に係る借入金も含めて控除を受ける場合は、土地の売

買契約書の写しと土地の登記簿謄本 

 ⑥一般住宅以外の住宅借入金特別控除の特例を適用する場合は、各区分

に対応する証明書等（区分および必要書類は国税庁ホームページでご

確認ください） 

※控除を受ける最初の年は①～⑥すべて、翌年以降は①と税務署が発行す

る「住宅借入金等特別控除申告書」が必要です。 

◇雑損控除を受けようとする人 

 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 

 ・被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かる

もの 

 ・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、修繕費用の分かるもの 

 ・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの 

 ・市から「り災証明書」の交付を受けている場合は、その証明書の写し 

◇寄附金控除を受けようとする人 

 ・寄附した団体から交付された寄附金の証明書、受領証等 

 ・特定の公益法人や学校法人等に対する寄附や、一定の特定公益信託の

信託財産とするための支出は、その法人や信託が的確であること等の

証明書または認定証の写し 

 ・政治献金は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金（税額）控除

のための書類」 

◇年金差引きで各種保険料等を納付している人へ 

 特別徴収（年金差引き）で、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民

健康保険税を納付している人で、令和６年中に保険料（税）の還付があっ

た場合、その還付分は社会保険料控除の適用外になります。申告の際は、

還付があったことを申し出てください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

市役所申告会場 来庁者用駐車場 
 申告受付会場は烏山庁舎のみとなります。混雑が予想されますので、来

庁の際はご注意ください。 

◇来庁者用駐車場 

 ①烏山庁舎前（約１０台） 

 ②消防署跡地（約２０台） 

 ③烏山庁舎南（約１０台） 

 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

氏家税務署における確定申告 
 確定申告会場への入場には当日配布または国税庁ＬＩＮＥ公式アカウ

ントから事前発行された入場整理券が必要です。 

※当日は午前８時３０分から配布を開始します。枚数に限りがあるため早

い時間に配布を終了する場合があります。 

◇日時 ２月１７日（月）～３月１７日（月）午前９時～午後４時 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇場所 氏家税務署２階会議室（さくら市氏家２４３１－１） 

※上記期間前は事前に電話で予約をした人のみ対応となります。予約なく

お越しいただいても対応はできません。 

※確定申告会場での相談は、マイナンバーカード方式に 

よるスマホ申告が基本です。マイナンバーカードの持 

参とパスワード（利用者証明用電子証明書用：数字４ 

桁、署名用電子証明書用：英数字６～１６文字）を準 

備してお越しください。              国税庁ＬＩＮＥ 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１   公式アカウント 

 

申告書の作成は国税庁ホームページの 

「確定申告書等作成コーナー」で！ 
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと

自宅等で確定申告書が簡単に作成でき、ｅ－Ｔａｘで送信または書面で印

刷して送付するいずれかの方法で提出することができます。 

 ｅ－Ｔａｘで送信する場合、マイナンバーカードとＩＣカードリーダラ

イタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用して、ｅ－Ｔ

ａｘで申告書を提出できます。 

 マイナンバーカードを持っていない人は、早めの取得をお願いします。

感染防止の観点からも、ぜひ、ご自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。 

※詳細は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）でご確認ください。 

※ｅ－Ｔａｘの操作等に関する問い合わせは「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナー

ヘルプデスク（☎０５７０－０１－５９０１）」（土・日曜日および祝日

を除く）へお願いします。 

○確定申告書等作成コーナー    ○マイナポータル連携特設ページ 

 

 

 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

2024（令和６）年分の所得税の確定申告の期間は 

2025（令和７）年２月17日（月）～３月17日（月）です 
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■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

令和７年度那須烏山市会計年度任用職員の募集 
【共通事項】 

 ・本市会計年度職員としての経験を有する人は、給料（報酬）が加算される場合があります。 

 ・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

 ・期末手当および勤勉手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

 ・社会保険の加入対象となります。 

 ・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより内容が変更になる場合があります。 

 

【健康福祉課受付：介護認定調査員（育児休業等代替）】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 

介護認定 

調査員 
１人 

介護保険グループ 

（介護認定調査・パソコン作業） 

・調査員研修を受講 

・月～金曜日の週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，３５１円～ 

１，４１３円 

４月１日～ 

１１月３０日 

・介護福祉士、介護支援専門員、看護師、

介護認定調査員事務経験がある人 

・普通自動車運転免許 

２月１７日

（月） 

◇勤務条件 詳細は電話等で下記あて問い合わせるか、「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ２月１０日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出する。直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時ま

で、郵送の場合は２月１０日（月）午後５時必着です。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ（保健福祉センター） ☎０２８７－８８－７１１５（〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１） 

 

【こども課受付：保健師・看護師・家庭相談員】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 

保健師・ 

看護師 
２人 

支援政策グループ 

（こども家庭センター母子保健相談

業務等） 

・月～金曜日の週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，４１３円～ 

１，４８６円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・保健師・看護師のいずれかの資格と妊

娠から子育てまでの専門的な知見を有

する人 

・普通自動車運転免許 

２月１９日

（水） 

家庭相談員 １人 

相談グループ 

（児童・家庭相談指導業務） 

・月～金曜日の週５日 

午前９時１５分～午後５時１５分 

時給 

１，４１３円～

１，４８６円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・実務経験を有する人、大学で児童・社会

福祉、児童・心理・教育学を修めた人、

それに準ずる人で相談員としての必要

な学識経験を有する人 

・普通自動車運転免許 

２月１９日

（水） 

◇勤務条件 詳細は電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ２月１２日（水）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出する。直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時ま

で、郵送の場合は２月１２日（水）午後５時必着です。 

■問合 こども課（保健福祉センター） ☎０２８７－８８－７１１６（〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１） 

 

【生涯学習課受付：社会教育指導員・業務補助員】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 

社会教育 

指導員 
１人 

生涯学習グループ 

（公民館講座の企画・運営、公民館事務、社会教育

団体の育成、地域と学校を結ぶ地域コーディネー

ター業務等） 

・月～金曜日のうち週４日 午前９時～午後５時 

時給 

１，４１３円～ 

１，４８６円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・社会教育主事の資格を有

する人、または学校教職

員等教育に関する職歴が

５年以上ある人 

・普通自動車運転免許 

２月２２日

（土） 

社会教育 

指導員 
２人 

生涯学習グループ 

（公民館講座の企画・運営、公民館事務、社会教育

団体の育成等） 

・月～金曜日のうち週３日 午前９時～午後５時 

時給 

１，４１３円～ 

１，４８６円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・社会教育主事の資格を有

する人、または学校教職

員等教育に関する職歴が

５年以上ある人 

・普通自動車運転免許 

２月２２日

（土） 

業務 

補助員 
１人 

文化財グループ 

（市内出土文化財の整理作業および調査補助作業等） 

・原則、月・水・木曜日の週３日 

 午前９時～午後４時 

時給 

１，１２７円～ 

１，１９５円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 
普通自動車免許 

２月２２日

（土） 

◇勤務条件 詳細は電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ２月１４日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出する。直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時ま

で、郵送の場合は２月１４日（金）午後５時必着です。 

■問合 生涯学習課（南那須庁舎） ☎０２８７－８８－６２２３（〒３２１－０５９５ 大金２４０） 
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申込フォーム 

県ホームページ 

【都市建設課受付：作業員・事務補助員】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 

作業員 ４人 

管理グループ 

（市道および公園の維持管理業務） 

・月～金曜日の週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，３１２円～ 

１，３８６円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・普通自動車運転免許（ＡＴ車限定免

許不可）：平成２９年３月以前取得 

・準中型自動車運転免許：平成２９

年３月以降取得 

２月２１日 

（金） 

事務補助員 １人 

都市計画グループ 

（窓口業務、電話対応、パソコン業務等） 

・月～金曜日の週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，１２７円～ 

１，１９５円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ

ｅｌ）の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

２月２１日 

（金） 

事務補助員 １人 

地籍調査グループ 

（窓口業務、電話対応、パソコン業務等） 

・月～金曜日の週５日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，１２７円～ 

１，１９５円 

４月１日～ 

令和８年３月３１日 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ

ｅｌ）の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

２月２１日 

（金） 

◇勤務条件 詳細は電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」（下記備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します） 

◇応募方法 ２月１４日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事

項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出する。直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時ま

で、郵送の場合は２月１４日（金）午後５時必着です。 

■問合 都市建設課（南那須庁舎） ☎０２８７－８８－７１１８（〒３２１－０５９５ 大金２４０）

 

看護職・看護補助者の就職相談会 
 看護職として復帰したいけれど不安、資格は無いけれど医療関係で働き

たい、看護補助者ってどんな仕事等看護職相談員が相談にのります。 

◇日時 ２月１２日（水）午後１時～４時 最終受付：午後３時３０分 

◇場所 ハローワーク那須烏山（城東４－１８） 

◇内容 栃木県ナースセンターの看護職相談員が、看護職と看護補助者の

就職の相談、仕事の悩み等を伺います。（１人４５分程度） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

※当日参加もできます。 

※詳細は栃木県看護協会ホームページ 

 （https://www.t-kango.or.jp/）でご確認ください。 

■問合 栃木県看護協会 ☎０２８－６２５－３８３１ 

 

高校生と保護者のための合同企業説明会 
 県では、高校生とその保護者が、県内企業について知ることができる合

同企業説明会を開催します。 

◇日時 ２月２２日（土）午後１時３０分～４時 

◇場所 ライトキューブ宇都宮（宇都宮市宮みらい１－２０） 

◇対象 高校生とその保護者、教職員等（費用無料） 

◇参加企業 ３０社程度 

◇申込 ２月２１日（金）までに、ＱＲコードから申し込む。 

※詳細は県ホームページでご確認ください。 

■問合 県労働政策課 ☎０２８－６２３－３２２４ 

 

自分らしく働く！ 

女性とシニア対象 合同企業面接会 
 県では、働き方を選べる地元企業１５～２０社程度が参加予定の合同企

業面接会を開催します。気になる企業の担当者と直接話ができ、コーディ

ネーターに相談することもできます。 

◇日時 県央地区：２月１２日（水）午後１時３０分～３時３０分 

    県北地区：２月２８日（金）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 

 県央地区：宇都宮市東市民活動センター（宇都宮市中今泉３－５－１） 

 県北地区：那須野が原ハーモニーホール（大田原市本町１－２７０３－６） 

◇対象 仕事を探している女性・シニア等 各回５０名（費用無料） 

◇申込 氏名・年齢・住所・電話番号・メールアドレスを電話、 

ＦＡＸ、Ｅメール（shuroshien@we-tochigi.sakura.ne. 

jp）、ＱＲコードのいずれかの方法で下記あて申し込む。 

■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 ☎０２８－６１２－８６４３ 

    ＦＡＸ：０２８－６１２－８６４５ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 
 市における再生可能エネルギーおよび自立分散型エネルギーの普及を

促進し、脱炭素化社会の実現や災害に強いまちづくりの推進を図るため、

住宅に次の設備等を設置する市民に補助金を交付します。 

◇期間 令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

◇補助対象設備 

補助の種類 補助率 上限額 

太陽光発電設備 発電出力１ｋｗにつき１万円 ４万円 

定置型蓄電池 蓄電容量１ｋｗｈにつき２万円 １０万円 

クリーンエネルギー 

自動車（ＥＶ、ＰＨＶ） 
定額１０万円 

Ⅴ２Ｈ充放電設備 定額１０万円 

※補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは切り捨てる。 

※補助金申請は、各種類１世帯１回とする。 

◇条件 ・市内に住所を有する人 

    ・市内の住宅（専用住宅および併用住宅）で利用するもの 

    ・設置した設備等が未使用品であること 

    ・設置した設備等がリース品でないこと 

    ・申請者およびその世帯に属する人に市税等の滞納がないこと 

◇申請方法 補助対象設備の事業完了日から６か月後までに下記あて申 

      請する。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

ごみは正しく出しましょう 
 家庭用ごみの分け方・出し方を確認し、ごみの減量化・資源化にご協力

ください。正しく出されていない場合は収集できません。 

◇有害ごみ 

 ・乾電池は透明な袋（市指定ごみ袋の外袋も可）に入れて出してくださ

い。小型充電式電池（ニカド電池、リチウムイオン電池、ニッケル水

素電池）はごみステーションには出せません。 

 ・体温計（水銀式）はビニール袋に入れ「体温計」と表示してください。 

 ・蛍光管は、複数ある場合はひもでしばって出してください。 

◇ごみ分別アプリ 

 ごみ分別アプリ「さんあ～る」でごみの収集日や分別方法を確認できま

す。アプリは、ＱＲコードを読み取るか、 

「Ａｐｐ Ｓｔоｒｅ」または 

「Ｇооｇｌｅ Ｐｌａｙ」から 

「さんあ～る」と検索すること 

でダウンロードできます。        Android版    iPhone版 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 



- 6 - 

 

２月は「正しい猫の飼い方推進月間」です 
 猫の飼養について見つめ直し、飼い主としての自覚と責任を持って適正

飼養に努めましょう。 

◇室内飼養 

 猫は十分なエサと過ごしやすい環境を整えれば、広い場所を必要とせず、

元気に生活できます。室内で飼うことで、迷子や交通事故、病気の感染や

ふん・鳴き声等によるご近所トラブル等も防止できます。 

◇終生飼養 

 飼い主は、命を預かる者として、猫の生態や習性等を十分理解し、健康

と安全に気を配り、その命を終えるまで愛情と責任を持って飼いましょう。 

◇飼養頭数のコントロール 

 猫の繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期の去勢・不妊

手術を行いましょう。 

◇飼い主の明示 

 首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時のため

に備えましょう。脱落の心配がないマイクロチップも装着すると、より効

果的です。 

◇無責任なエサやりの禁止 

 野良猫に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると野良

猫はどんどん増え、地域内でのトラブルに発展する可能性があります。エ

サをあげるならば、責任を持って猫を飼いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

    栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

ストマ用装具（蓄便袋、蓄尿袋）を給付 

します（前期分４～９月分） 
◇対象 「直腸・ぼうこう」の障がいで身体障害者手帳を所持し、ストマ

用装具の給付を希望する人 

◇申請に必要なもの 身体障害者手帳 

◇申請方法 ２月２１日（金）までに下記あて申請する。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

在宅ねたきり高齢者等おむつ給付等サービス事業 

（紙おむつ等支給券）取扱店募集 
 令和７年度の紙おむつ等支給券を取り扱いできる、市内に店舗を有する

事業者を募集します。 

◇申込 ２月１４日（金）までに申請書（下記備付）に必要事項を記入し、

下記あて申し込む。 

※詳細は電話で下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

風しん（成人男性）の追加的対策 

（無料検査は２月末で終了します） 
 風しんの予防接種を受ける機会が無かった下記のクーポン券利用対象

の年代の男性は、他の世代に比べて抗体保有率が低くなっています。 

 送付したクーポン券を使用し、「風しんの抗体検査」と「風しんの第５期

定期接種」を無料で受けることができますが、無料での検査等は、２月末

で終了となりますので、早めにご利用ください。 

◇クーポン券利用対象者 

 市に住所を有する男性（昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生ま

れ）で、令和元年度～令和５年度未受診者 

※クーポン券の有効期限は「２０２５年（令和７年）３月」 

となっていますが、２月末までにご利用ください。 

※詳細はＱＲコードから確認するか、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

女性の健康講座 
 ３月１日～８日は「女性の健康週間」です。女性が生涯を通じて健康で

明るく、充実した毎日を過ごすための健康講座を実施します。 

◇日時 ３月５日（水）午前１０時～正午 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 体を整えて不調を改善！女性のための自力整体教室 

◇対象 市内在住の女性（費用無料） 

◇持物 フェイスタオル、飲物、ヨガマット（持っている人） 

※動きやすい服装でお越しください。 

◇申込 ３月３日（月）までに電話またはＱＲコードから申し込む。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

従業員の健康づくりのためのセミナー 
 従業員の活力向上や生産性の向上等をもたらし、結果的に業績向上につ

ながる健康経営について学んでみませんか？ 

◇日時 ２月２７日（木）午後２時～３時１０分 

◇場所 栃木県庁那須庁舎５０２会議室およびＺｏｏｍ配信 

◇内容 健康経営とは、事業所の実際の取り組みについて 

◇対象 中小企業の経営者および健康管理をする人 

◇費用 無料 

◇申込 ＱＲコードから申し込む。 

■問合 県北健康福祉センター健康対策課 

    ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

栃木県障害者スポーツ大会参加選手の募集 
 障がい者が競技等を通じて健康の保持・増進を図るとともに、障がい者

の自立と社会参加を促進する。 

◇期日 ５月２５日（日） 場所：栃木県総合運動公園他 

◇競技種目 陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球（サウンドテーブルテ

ニスを含む）、フライングディスク、ボッチャ、ボウリング 

◇対象 ・令和７年４月１日現在で満１３歳以上の身体障害者、知的障害

者および精神障害者 

    ・県内に住所を有する人または県内に所在する学校や施設等に通

学、入所、通所している人 

◇定員 ２，０００名程度 ※費用無料（ただし、ボウリングは参加費あり） 

◇申込方法 ・障害者福祉施設を利用している人、特別支援学校に在籍し

ている人は、各所属先あて申し込む。 

      ・在宅の人は、健康福祉課あて申し込む。 

◇申込期間 ２月７日（金）～３月５日（水） 

■問合 （特非）栃木県障害者スポーツ協会 ☎０２８－６２４－２７６１ 

    健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

シルバー人材センター「入会希望者相談会」 
 シルバー人材センターは、市内に居住する健康で働く意欲のある６０歳

以上の人であれば、どなたでも入会できます。皆さんの豊かな知識と経験

をこれからの「生きがいづくり」や「生活の安定」、「地域づくり」に生か

してみませんか。事前申し込みは不要です。気軽にお越しください。 

◇日時・場所 

 ・定例相談会 毎月第１火曜日 午前９時～午後４時 

        場所：南那須公民館（２月４日、３月４日に開催） 

 ・出張相談会 ２月１８日（火）午前９時３０分～午後０時３０分 

        場所：烏山公民館 

※相談会開催日に都合が付かない場合は、随時相談を受け付けますので、

下記あてご連絡ください。 

◇主な仕事 植木の手入れ／草刈り／草取り／塗装／大工仕事／障子・ふ

すま・網戸の張替え／農作業の手伝い／除草剤・殺虫剤の散

布／家屋の清掃／生活援助／刃物研ぎ／衣類の裾上げ／空き

家管理／空き地管理／運転業務（派遣）／事業所・工場の軽

作業（派遣） 等 

※仕事の依頼も随時受け付けています。下記あてお問い合わせください。 

■問合 （公社）市シルバー人材センター ☎０２８７－８８－７７３１ 
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シルバー人材センター「刃物研ぎ」 
 シルバー人材センターでは、毎月第１木曜日に「刃物研ぎ」を開催しま

すので、下記あてご持参ください。 

◇日程 毎月第１木曜日 ※祝日の場合は翌週 

    （２月６日、３月６日に開催します） 

    受付：１週間前から当日午前１０時まで 

◇料金 包丁（４６０円～）、ハサミ「植木用」（４６０円～）、 

    ナタ（６９０円～）、チップソー「草刈機用」（６９０円～）、 

    カマ（４６０円～） 

※高価な刃物や技術的に研ぎが不可能なものは、お断りする場合がありま

す。包丁は砥石を使って１本１本手作業で研ぎます。包丁側面に研ぎ傷

が付きますので、気にされる場合はご遠慮ください。 

■問合 （公社）市シルバー人材センター ☎０２８７－８８－７７３１ 

    南那須公民館内（岩子６－１） 

 

社会福祉振興大会 
 社会福祉の推進功労者への表彰と記念講話を行いますので、多くの皆さ

んの参加をお待ちしています。 

◇日時 ２月1５日（土）午前１０時～正午 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 第１部：式典（社会福祉事業功労者表彰・感謝状贈呈） 

    第２部：講話「つながりが地域（（まち）を起こす今だから（今こそ」 

        ～重層的支援体制整備事業を活かして～ 

        講師：ローカリズム・ラボ代表 井岡仁志 氏 

◇対象 どなたでも（定員２００名） 

※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

「心にのこる看護エピソード」募集 
 皆さんの体験した「心にのこる看護エピソード」を募集しています。 

◇募集要項 ・８００字程度で、タイトルをつけて応募してください。 

      ・応募は１人１作品、県内在住または通勤・通学 

       している人に限ります。 

◇賞金 最優秀賞（１名）：３万円、優秀賞（２名）：１万円 

◇応募方法 ２月２８日（金）までにＥメール（info@t-kango.or.jp）、郵

送等で下記あて提出する。郵送の場合は２８日（金）必着。 

■問合 栃木県看護協会 ☎０２８－６２５－３８３１ 

    〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

 

■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

「子ども・子育て会議」公募委員の募集 
 市では附属機関として「子ども・子育て会議」を設置し、子育て支援等

に関する事業計画、その他の子ども・子育て支援に関する重要な施策につ

いて調査審議を行っています。この事業計画や施策等に市民の皆さんの意

見を反映させるため、公募委員の募集を行います。 

◇募集人数 ２名（任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日） 

◇応募資格 市内に在住し、次のいずれかに該当する人 

 ・０歳から小学生までの児童の子育てを行う保護者 

 ・子育て支援事業や活動に携わった経験のある人で、本市の子ども・子

育て支援に関心や熱意のある人 

◇報酬 日額５，０００円 

◇応募方法 ２月２１日（金）までに応募用紙（下記備付または市ホーム

ページ掲載）に必要事項を記入し、下記あて提出する。直接

持参する場合は平日の午前８時３０分～午後５時、郵送の場

合は２月２１日（金）必着です。 

◇選考 応募用紙をもとに選考し決定します。 

※応募書類は返却しません。 

■問合 こども課支援政策グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１（保健福祉センター） 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】※申込不要 

◇日時 毎週水曜日 午前１０時３０分～１１時 

◇内容 手遊び：げんこつトントン 体操：どうぶつでんしゃがやってきた 

    遊び：週替わりで実施 

５日：ボールハウス・トンネルで遊ぼう、１２・１９日：カプセルでコロリン

お雛様を作ろう（ぴよぴよ広場以外でも１２日午後～２２日の各日午後３

時３０分まで実施）、２６日：手形・足形スタンプでカレンダーを作ろう 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

【あかちゃん広場】※申込不要 

◇日時 ２月１３日（木）・２７日（木）午前１０時３０分～１１時 

◇内容 手形・足形スタンプでカレンダーを作ろう。今月は、赤ちゃんの

手形・足形スタンプで３月のイースターカレンダー 

◇対象 市内在住の２か月～１歳６か月くらいまでのお子さんと保護者 

【音を鳴らしてあそぼう】 

◇日時 ２月２１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 季節の歌遊び、楽器遊び 

◇講師 ピアノ講師・音楽療法士 黒須千鶴 氏 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇申込 ２月１８日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援センターきらきら 
【２月のお誕生日の絵本作り】 

◇日時 ２月３日（月）～２８日（金）午前９時～午後４時 

◇内容 子育て支援センター利用時に親子でお誕生日の絵本を作れます。

２月生まれの旨を申し出ください。 

【きらきら子育て講座 手袋で指人形を作って遊ぼう】 

◇日時 ２月５日（水）～２８日（金）午前９時～午後４時 

◇内容 手袋を使って指人形を作ります。フェルトで動物等の顔を作って

いきます。シール状なので、お子さんと一緒に貼りながら作るこ

とができます。 

※事前に下記あてお問い合わせください。利用時間等をご案内できます。 

※４月１日から「子育て支援センターきらきら」は、なすからこども園に

移ります。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

    にこにこ保育園内（岩子１５２－１） 

 

キッズランドあさひ 子育て支援事業 

「バレンタイン飾りを作ろう」 
◇日時 ２月１２日（水）午前１０時１５分～１１時３０分 

            受付：午前１０時～ 

◇場所 キッズランドあさひ（宮原４５２） 

◇内容 親子でバレンタイン飾りを作りましょう。皆さんで一緒に楽しく

過ごしましょう！（費用無料） 

◇対象 未就学児と保護者（先着１０組） 

◇持物 お子さんの写真（上半身が写っているもの１枚） 

◇申込 ２月１０日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３ 

 

みらいのＫａｚｅ保育園 

みらＫａｚｅクラブ（保育園開放） 
◇日時 ２月２４日（月・振休）午前９時～正午、午後２時～４時 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園（滝田１７７２－１） 

◇内容 みらいのＫａｚｅ保育園ってこんなところ 

    ～みんなで楽しくおしゃべりしましょう～ 

◇対象 どなたでも。これからのことを考えてという人も歓迎。 

◇申込 開催日の３日前までに電話で下記あて申し込む。(費用無料) 

※受付日時は、月～土曜日の午前９時～午後４時です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 
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■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、第２・４・５土曜、日曜日および祝日は休みです。 

 

公民館講座「なすからサロン」 
 各分野の有名講師が専門的知識を楽しく・分かりやすく解説します。 

【２月後半の内容】 

◇日時 ２月２２日（土）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 「那須烏山市の植物～シモツケコウホネ～について」 

    上川井に自生しているシモツケコウホネについて解説します。 

◇講師 栃木県立博物館自然課長 星直斗 氏 

※２月以降の日程や内容等の詳細は、市ホームページや烏山公民館備付の

チラシで確認してください。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 ３０名程度 

※申込者が定員に満たない場合、市外の人でも受講できます。 

◇持物 筆記用具（費用無料） 

◇申込 初めて参加する人は、開催日の前日までに電話等で 

    下記あて申し込むかＱＲコードから申し込む。 

※一度申し込みした人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

南那須図書館展示ホール利用者募集 
 令和７年度の南那須図書館展示ホールの利用申し込みを受け付けます。

展示ホールは、各種作品や調査研究の発表の場として利用できます。 

◇利用期間 ４月１日（火）～令和８年３月３１日（火） 

◇利用単位 １週間（最長１か月） 

※申し込み多数の場合は調整します。 

※作品の搬入・運搬・作品管理は、利用者の責任となります。 

◇申込 ２月１日（土）以降に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

図書館の催し物 
 詳細は図書館ホームページをご覧ください。 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 ２月１日（土）午後２時～２時３０分 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ２月１５日（土）午後２時～２時３０分 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ２月８日（土）午前１０時３０分～１１時 

【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 ２月２２日（土）午前１０時３０分～１１時 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

あかちゃんタイム 
 小さいお子さん連れの保護者が、気兼ねなく図書館を利用していただけ

る「あかちゃんタイム」を実施します。 

【南那須図書館】 

◇日時 ２月１２日（水）午前９時３０分～正午 

    乳幼児向けおはなし会：午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館（田野倉６５－１） 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館】 

◇日時 ２月１９日（水）午前９時３０分～正午 

    乳幼児向けおはなし会：午前１０時３０分～１１時 

◇場所 烏山図書館（中央１－１８－３９） 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

ぬいぐるみおとまり会 
 ぬいぐるみを図書館におとまりさせてみませんか？おとまりしたぬい

ぐるみたちは、図書館でどのように過ごしているのでしょう。 

◇日時 ２月１５日（土）午前１１時～１１時３０分 

◇場所 南那須図書館（田野倉６５－１） 

◇内容 ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加した後、ぬいぐるみをお預

かりします。おとまりしたぬいぐるみの様子は写真に撮ってお渡

しします。 

◇対象 小学生以下 先着５名 

◇申込 ２月１日（土）から電話等で下記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

■国際交流 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

映画 「生きる」大川小学校 津波裁判を 

闘った人たち 上映会と監督トークショー 
 映画を観て、本市の地域防災について考えませんか。３月１日（土）に

は監督によるトークショーもあります。 

◇日時 ３月１日（土）午後１時３０分～５時 

    ３月２日（日）午後１時３０分～４時 

    受付：両日ともに午後０時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇内容 ・石巻市で亡くなった児童の保護者達による裁判を追った映画の

上映会 

    ・寺田和弘監督によるトークショー（３月１日のみ） 

    ・元青年海外協力隊員による、ネパールでの震災・教育支援活動

についてのパネル展示 

◇対象 どなたでも 

◇定員 各日１５０名（申込不要。定員になり次第受付終了） 

◇費用 １，０００円（映画代） 

※３月１日（土）に来場した人は、チケット持参で３月２日（日）は無料

入場できます。 

※字幕が小さいシーンがあります。必要な人は眼鏡をご持参ください。 

※言語はすべて日本語です。 

◇協力 那須烏山市国際交流協会 

■問合 栃木県青年海外協力隊ＯＢ会（大貫） 

    ☎０９０－３１４９－７６３６ 

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

なかがわ水遊園「節分豆まき・神楽の舞」 
 市指定無形民俗文化財の宮原八幡宮太々神楽保存会の協力のもと、なか

がわ水遊園で豆まきイベントを開催します。「宮原八幡宮観世流太々神楽」

の舞を披露した後、豆まき（がらまき）を行います。たくさんの「福」を

授かりにお越しください。費用は無料です。 

◇日時 ２月２日（日）午前１１時～１１時４５分 

◇場所 なかがわ水遊園おもしろ魚館２階ギャラリー 

    （大田原市佐良土２６８６） 

◇定員 ５０名 

※混雑状況により立ち見となる場合があります。 

■問合 栃木県なかがわ水遊園 ☎０２８７－９８－３０５５ 

 

デジタル博物館 
 市では、博物館や資料館等を有していないため、いつでも、どこでも無

料で文化資源に親しんでいただけるよう市ホームページ 

（https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/digital_mu 

seum）で公開しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 



- 9 - 

 

市指定文化財を持っている人へ 
 市指定文化財の所有者や保管場所に変更があった場合等には、市教育委

員会に届け出が必要です。不明な点は下記あて気軽にご相談ください。 

 また、この時期は火災にご注意ください。 

◇手続きが必要な時 ・所有者が変わった（相続した、譲り受けた） 

          ・所有者の氏名が変わった 

          ・所有者住所が変わった 

          ・文化財の保管場所が変わった 

          ・所有文化財が損傷した 

          ・所有文化財を紛失した 等 

◇手続きに必要なもの ・指定書 

           ・変更が分かるもの 等 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

「市民スキー祭り」参加者募集 
◇期日 ３月８日（土） 出発：午前６時３０分、烏山公民館 

◇場所 会津高原だいくらスキー場 

◇対象 市内在住または在勤の人。スノーボードの参加も受け付けます。 

    （小学３年生以下は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名程度 

◇費用 参加料５，０００円（バス代、損害保険料込） 

※別途リフト特別料金（小学生以下２，０００円、中学生以上２,５００円）、 

 レンタル料、昼食代が掛かります 

◇申込 ３月２日（日）までに、ハリカ烏山店（中央１－９－５）に直接

現金を添えて申し込む。 

■問合 市スポーツ協会スキー部（岡﨑） 

    ☎０９０－１５５６－６８３５ 

 

小学生交流レクリエーション大会 

参加者募集 
 市内の小学生を対象に普段体験できないスポーツの体験会を開催しま

す。興味のある人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ３月１日（土）午前９時～正午 受付：午前８時３０分～ 

◇場所 野上体育館（野上７０３） 

◇内容 アーチェリー、パラスポーツ体験会等 

※申込方法等詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 

 ・神長住宅３０４号室 １戸（神長７５２－１） 

 ・間取り：和室２室、台所、浴室（浴槽なし）、押入れ、水洗トイレ 

 ・家賃：月額５，２００円～７，８００円 

◇入居資格 ※最短の場合、３月中旬頃に入居が可能です。 

 ・市内在住または在勤で同居する親族がいる人 

  （６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下で現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に 

関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分 

◇申込 ２月３日（月）～１９日（水）に下記あて申し込む。 

■問合 都市建設課住宅グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

聴こうよクラシック参加者募集 
◇日時 毎月第２日曜日 午後２時～４時 

※第１日曜日から第２日曜日に変更となりました。次回は２月９日（日）。 

◇場所 烏山南公民館３階（旧野上小学校：野上７０３） 

◇内容 みんなで一緒にクラシック音楽をレコードで聴きましょう。 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

■問合 聴こうよクラシック（遠藤） ☎０８０－２１４７－７１４９ 

 

暮らしの保健室「あいさん家」 
◇日時 ２月９日（日）午前１０時～正午 

◇場所 まるごとケアの家あいさん家（神長４２２－１） 

◇内容 転倒しない体をつくろう「ロコモ度テスト、体操教室」 

    理学療法士・作業療法士のリハビリの話 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

■問合 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス烏山（横山） 

    ☎０２８７－８３－８２２８ 

 

地域食堂「たんぽぽ」 
 地域の中で様々な人が集う居場所・地域交流の場づくりを目指します。

大人から子どもまでどなたでも参加できます。 

◇日時 ２月１５日（土）正午～午後２時 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 昼食（カレ－、野菜サラダ、フル－ツゼり－）限定３０食 

    ゲームや紙芝居等、学習タイム 

◇対象 どなたでも（子どもは大人の送迎が必要です） 

※一人またはご家族、グループでの参加大歓迎。 

◇費用 小学生以下１００円、中学生以上３００円 

◇申込 ２月１４日（金）までに下記あて申し込む。 

※野菜、肉等の食材および協力金の寄附をお願いします。 

■問合 婦人会（小堀） ☎０９０－４８４０－５６５８ 

 

不要になったジュニア・レディスゴルフセット 

の寄附をお願いします 
 昨年は、栃木県ゴルフ場協会から道具を借用しボランティアとプロによ

る「小学生ゴルフ教室」を開催しました。今後も継続して開催するため、

ご家庭で不要になったゴルフ道具（ジュニアまたはレディスゴルフセット）

がありましたら寄附をお願いします。大切に使わせていただきます。 

◇申込 ３月２０日（木・祝）までにＱＲコードからまたは電話で下記あ

てご連絡ください。 

※電話の場合、留守電にお名前、電話番号を録音してください。 

※ご協力いただける場合、事前に連絡し取りに伺います。 

■問合 小学生ゴルフ教室事務局（青木） 

    ☎０８０－２０２６－２０３７ 

 

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

オープンスクール 
 オープンスクールを開催します。 

◇日時 ３月６日（木）午前９時～正午 

◇場所 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校（矢板市富田７７－６） 

◇内容 看護学生１年生・２年生の授業風景（グループ発表）や看護技術

の演習風景、お昼休みの様子を見ることができます。入退場自由。

当校の温かい雰囲気を感じてみませんか？ 

◇対象 どなたでも 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

    ☎０２８７－４４－２３２２ 

 



- 10 - 

 

法務省専門職員（人間科学）採用試験 
 非行や犯罪に至った原因を分析する職員（矯正心理専門職）、改善更生の

ための専門的な指導を行う職員（法務教官）、再犯・再非行の防止と社会復

帰のための支援を行う職員（保護観察官）を募集します。 

◇受付期間 

 インターネット受付：２月２０日（木）午前９時～３月２４日（月） 

※原則、インターネット申し込みをご利用ください。 

◇試験日 第１次試験（筆記試験）：５月２５日（日） 

◇募集内容 

職名 受験資格 

矯正心理専門職 
４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）の人は受験可 

法務教官または 

保護観察官 

４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

※２１歳未満で大卒（見込み）、短大卒（見込み）

の人は受験可 

法務教官（社会人） ４月１日において３０歳以上４０歳未満の人 

※詳細は法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/）で 

ご確認ください。 

■問合 法務省東京矯正管区 ☎０４８－６００－１５０２ 

 

■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

診療所の２月臨時休診 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇七合診療所休診日 ２月１７日（月）～１８日（火）の２日間 

◇熊田診療所休診日 ２月２０日（木）午前９時～正午 

※熊田診療所の２月２０日（木）午後の診察は、関口先生が不在のため、

熊田先生による代診となります。 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

■各種相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

多重債務者向け 

財務省関東財務局の無料相談窓口 
 例えば、こんなことで悩んでいませんか。関東財務局の専門相談員が、

解決に結びつくアドバイスや情報提供をします。また、必要に応じて法律

専門家（弁護士等）につなぎます。個人の秘密は必ず守られますので、１

人で悩まず気軽にご相談ください。 

・借金返済に関すること 

・家族の借金や保証人に関すること 

・過払金に関すること 

・弁護士相談に関すること 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心配ごと相談 
◇日時 毎月第１・第３水曜日 ２月５日・１９日 午前９時～正午 

◇場所 ・５日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１９日：保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

成年後見・相談・遺言の無料法律相談会 
◇日時 毎月第２・第４金曜日 午後２時～４時１０分 

◇場所 栃木県司法書士会館（宇都宮市幸町１－４） 

◇内容 成年後見・相続・遺言に関する相談（財産管理、任意後見契約、

後見開始の申し立て、相続手続き、遺言書の作成等） 

◇相談方法 面談（要予約） 

◇申込 電話で下記あて申し込む。（月～金曜日、午前９時～午後５時） 

■問合 リーガルサポートとちぎ支部 ☎０２８－６３２－９４２０ 

 

■行事予定 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

２月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土 
なすから市民フォーラム10：00～ 

おはなし会14：00～14：30 

保健福祉センター 

烏山図書館 

２ 日 【休日当番医】林田医院 ☎0287-88-2056 

３ 月   

４ 火   

５ 水 
心配ごと相談 

ぴよぴよ広場10：30～11：00 

烏山公民館 

こども館 

６ 木 窓口業務延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

７ 金   

８ 土 おたのしみ会10：30～11：00 南那須図書館 

９ 日 【休日当番医】白寄医院（那珂川町） ☎0287-92-2710 

１０ 月   

１１ 火 
建国記念日 

【休日当番医】水沼医院 

 

☎0287-84-0001 

１２ 水 

あかちゃんタイム9：30～正午 

乳幼児向けおはなし会 10：30～11：00 

ぴよぴよ広場10：30～11：00 

南那須図書館 

南那須図書館 

こども館 

１３ 木 
あかちゃん広場10：30～11：00 

窓口業務延長（～19：00） 

こども館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１４ 金   

１５ 土 
ぬいぐるみおとまり会 11：00～11：30  

おたのしみ会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
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